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答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した精神障害者保健

福祉手帳の障害等級認定に係る審査請求について、審査庁から諮問が

あったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論   

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本 件 審 査 請 求 の 趣 旨 は 、 東 京 都 知 事 （ 以 下 「 処 分 庁 」 と い

う。）が請求人に対し平成２８年５月１３日付けで発行した精神

障害者保健福祉手帳（以下「福祉手帳」という。）の更新決定の

うち、障害等級を３級と認定した部分（以下「本件処分」とい

う。）について、より上位の等級への変更を求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人の主張は、おおむね以下のとおりであり、請求人の症

状から、障害等級３級と認定した本件処分には納得できないとい

うものである。  

交通事故で頭を打ったことが原因で、話すことができない、

物の名前が分からない、２桁以上の数字が理解できない、付き添

いがないと食事、外出、入浴ができず、通院もままならない状態

である。また排泄も自分の思い通りに動けないことからオムツを

常用していること、全て主治医は把握しており「日常生活を介助

なしではできない」ということを記載され精神障害手帳の申請を
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行ったのに、これが一般でいう“うつ病”などと同じ等級３級と

いうのは、認定に誤りがある状態。現在の３級は誤認定なので、

せめて最低でも２級だという事を理解してほしい。  

 

第４  審理員意見書の結論  

  本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項

により棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

 審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

平成２８年１２月  ８日  諮問  

平成２９年  １月１７日  審議（第５回第１部会）  

平成２９年  １月２４日  処分庁へ調査照会  

請求人へ調査照会  

平成２９年  ２月  ８日  処分庁から回答を収受  

平成２９年  ２月１５日  審議（第６回第１部会）  

平成２９年  ３月２２日  審議（第７回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した

結果、以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法４５条１項は、精神障害者は、都道府県知事に福祉手帳の

交付を申請することができるとし、同条２項は、都道府県知事

は、福祉手帳の交付申請に基づいて審査し、申請者が「政令で

定める精神障害の状態」にあると認めたときは、申請者に福祉

手帳を交付しなければならない旨定めている。これを受けて、
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法施行令は「障害等級」及び「精神障害の状態」について別紙

２のとおり規定する。  

また、法施行令６条３項が定める障害等級の認定に係る精神

障害の状態の判定に当たっては、精神疾患（機能障害）及び能

力障害（活動制限）の状態が重要な判断資料となることから、

「精神疾患（機能障害）の状態」（以下「機能障害」という。）

と「能力障害（活動制限）の状態」（以下「活動制限 」とい

う。）の二つの要素を勘案して「総合判定」すべきものとされ

ている（「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準につ

いて」（平成７年９月１２日健医発第１１３３号厚生省保健医

療局長通知。以下「判定基準」という。）及び「精神障害者保

健福祉手帳の障害等級の判定基準の運用に当たって留意すべき

事項について」（平成７年９月１２日健医精発第４６号厚生省

保健医療局精神保健課長通知。以下「留意事項」といい、判定

基準と併せて「判定基準等」という。））。  

⑵  そして、法４５条１項によれば、福祉手帳の交付申請は、医

師の診断書を添えて行うこととされており（法施行規則２３条

１号）、法４５条４項による更新申請の場合も同様とされてい

る こ と か ら （ 法 施 行 規 則 ２ ８ 条 ）、 本 件 に お い て も 、 上 記

（⑴）の「総合判定」は、提出された本件診断書により、その

記載内容全般を基に、客観的になされるべきものと解される。  

このため、本件診断書の記載内容を基にした判断に違法又は

不当な点がなければ、本件処分に取消理由があるとすることは

できない。  

２  次に、本件診断書の記載内容を前提に、本件処分に違法又は

不当な点がないかどうか、以下、検討する。  

⑴  機能障害について  

ア  請求人の主たる精神障害として記載されている「器質性
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失語症（Ｇ９６．９）」（別紙１・１。以下「器質性失語症」

という。）は、ＩＣＤ－１０の記載によれば、第Ⅴ章「精神

および行動の障害（Ｆ００～Ｆ９９）」のいずれにも該当せ

ず、第Ⅵ章「神経系の疾患（Ｇ００～Ｇ９９）」のうち「中

枢神経系の障害、詳細不明（Ｇ９６．９）」に該当する中枢

神経系の疾患であって、身体障害に分類すべき疾患である。

したがって、法４５条１項の規定からすれば、「器質性失語

症」そのものは、福祉手帳の対象ではないとも考えられる。  

 しかし、本件診断書の「現在の症状・状態像」欄（別紙１

・４）には、精神疾患に起因すると思料される症状が記載さ

れている。そこで、ＩＣＤ－１０の第Ⅴ章「精神および行動

の障害（Ｆ００～Ｆ９９）」のうち、器質性失語症と関連す

る領域の疾患は、「症状性を含む器質性精神障害（Ｆ０）」に

分類される「器質性健忘症候群、アルコールおよび他の精神

作用物質によらないもの（Ｆ０４）」、「脳損傷、脳機能不全

および身体疾患による他の精神障害（Ｆ０６）」及び「脳疾

患、脳損傷および脳機能不全によるパーソナリティおよび行

動の障害（Ｆ０７）」等に準ずるものと判断され、これらの

疾患は判定基準等によれば「器質性精神障害」に該当する。

したがって、請求人の機能障害の程度も、「器質性精神障

害」の判定基準等に従って判断することとする。  

「器質性精神障害」による機能障害については、判定基

準によれば、「記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的

行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度のも

の」が１級、「記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的

行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度の

もの」が２級、「記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会

的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの」が３級
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とされている。  

そして、留意事項によれば、「器質性精神障害（いわゆる

高 次 脳 機 能 障 害 を 含 む ）」（ 以 下 「 器 質 性 精 神 障 害 」 と い

う。）について、標準的な知能指数が著しく低い場合、知的

能力の障害が高度であると判断してよく、知能指数が比較的

高い場合にも、知能検査の下位検査項目の得点プロフィール

や、記憶、記銘力検査の結果を総合的に検討するが、身体障

害に分類すべき症状（失語や麻痺）に関しては、精神障害の

認定であることに鑑み、これを加味しないとされている（留

意事項２・⑷・④）。  

イ  これを請求人についてみると、本件診断書によると、「発

病から現在までの病歴及び治療内容等」欄には、別紙（１・

３）のとおり記載されている。  

また、「現在の病状、状態像等」欄（別紙１・４）では、

「抑うつ状態（憂うつ気分）、不安及び不穏（強度の不安・

恐怖感）、知能、記憶、学習及び注意の障害（知的障害（重

度）、注意障害）」に該当するとされている。  

そして、「病状、状態像等の具体的程度、症状、検査所見

等」欄（別紙１・５）には、「運動失語。感覚失語も多少あ

り。注意不足。パニック障害。左半身ｐａｒｅｓ」と記載さ

れている。  

ウ  これらの記載によれば、請求人は、精神疾患を有し、機

能障害の状態は、事故による受傷が原因と考えられる器質性

精神障害として、高次脳機能障害に該当する注意障害が認め

られる一方で、記憶障害、遂行機能障害、社会的行動障害の

いずれの記載も認められず、注意障害は「注意不十分」と記

載されているのみで、具体的な記述に乏しい。  

また、「現在の症状・状態像等」欄には 「 知的障害（重
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度）」との記載が認められるものの、「検査所見」欄には具体

的な知能指数や知能検査の下位検査項目の得点プロフィール

等についての記載はなく、留意事項によれば、知的能力の障

害の判断に当たって、身体障害に分類すべき症状（失語や麻

痺）を加味しないとされている（第４・２・⑴・ア）ことか

らすれば、請求人の器質性精神障害の症状の程度が中等度な

いし高度のものとは判断しがたい。  

そうすると、請求人の機能障害の程度は、判定基準等に

よると、「記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動

障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの」として、障害

等級３級に該当すると判断するのが相当である。  

エ  なお、本件診断書において請求人の従たる精神障害として

記載されている「パニック障害  ＩＣＤコード（Ｆ４１．

０）」（別紙１・１）については、判定基準によれば、「器質

性精神障害」とは別の「その他の精神疾患」に該当するが、

病状の密接な関連から「気分（感情）障害」に準じて判断す

ることが相当であるところ、本件診断書の記載内容を「気分

（感情）障害」の判定基準に照らして検討しても、障害等級

２級とまでは認めがたく、「その症状は著しくはないが、こ

れを持続したり、ひんぱんにくり返すもの」として障害等級

３級と判断するのが相当である。  

⑵  活動制限について  

次に、請求人の活動制限についてみると、本件診断書によ

れば、「日常生活能力の程度」欄（別紙１・６・⑶）の記載の

中では、「精神障害を認め、身の回りのことはほとんどできな

い。」が選択されており、この記載のみからすると、留意事項

３・⑹の表によれば、請求人の活動制限の程度は、おおむね

障害等級１級の区分に該当し得るともいえる。  
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そして、日常生活あるいは社会生活の具体的な支障の程度

について判定する「日常生活能力の判定」欄（別紙１・６・

⑵）では、８項目中３項目が「できない」と、５項目が「援

助があればできる」と判定され、生活能力の状態の「具体的

程度、状態像」欄（別紙１・７）には「失語、片マヒ、パニ

ック障害でＱＯＬは極めて低い。」との記載がある。  

しかし、「現在の生活環境」欄（別紙１・６・⑴）は、「在

宅（家族等と同居）」とされ、「現在の障害福祉等サービスの

利用状況」欄（別紙１・８）は、「生活保護」とされているこ

とからすると、請求人は、生活保護以外の障害福祉等サービ

スを受けることなく家族等と同居して在宅生活を維持しなが

ら通院している状況にあると考えられる。  

そして、「精神障害者保健福祉手帳の診断書の記入に当たっ

て留意すべき事項について」（平成７年９月１２日健医精発第

４５号厚生省保健医療局精神保健課長通知）Ⅱ・６によれば、

診断書の「日常生活能力の判定」欄については、身体疾患が

ある場合に、身体障害に起因する能力障害（活動制限）を評

価するものではないとされているところ、請求人には身体障

害に分類すべき症状（失語症や左半身下肢の麻痺）が認めら

れ、請求人の生活能力の低下については、これらが著しく影

響し、日常生活活動が制限されているものと考えられること

を考慮すると、福祉手帳の対象となる器質性精神障害やパニ

ック障害自体の症状による日常生活への影響の程度は著しい

とまではいえず、請求人の活動制限の程度は、障害等級のお

おむね３級程度に該当すると判断するのが相当である。  

⑶  総合判定  

請求人の障害等級について、上記⑴及び⑵で検討した機能障

害と活動制限とを総合して判定すると、請求人の障害程度に
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ついては、「日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又

は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とす

る程度のもの」として障害等級３級に該当するものと判定 す

るのが相当であり、これと同旨の結論を採る本件処分に違法

又は不当な点は認められない。  

３  請求人は、上記（第３）のとおり主張し、本件処分の違法性

又は不当性を主張しているが、前述（１・⑵）のとおり、障害

等級の認定に係る総合判定は、申請時に提出された診断書の記

載内容全般に基づいてなされるべきものであり、本件診断書に

よれば、請求人の症状は、判定基準等に照らして障害等級３級

と認定するのが相当であることは、上記（２・⑶）記載のとお

りであるから、請求人の主張を本件処分の取消理由として採用

することはできない。  

  なお、当審査会が処分庁に本件の事実の経緯を確認したとこ

ろ、身体障害に分類すべき症状は、福祉手帳の障害等級認定に

おいて加味されない旨を請求人に伝えたことはないとの回答が

あった。この点について、当審査会は、福祉手帳の交付に際し

ては、その旨を請求人に伝えた方が望ましかったのではないか

と考える。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性

や法令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも

適正に行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  
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 髙橋滋、窪木登志子、筑紫圭一  

 

別紙１及び２（略）  

  


